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(57)【要約】
　
【課題】　受信した電子メールに含まれる画像データか
ら選択して保存するとともに、既に保存されている画像
データを重複して保存することを防止することが可能な
携帯型電子機器を提供する。
【解決手段】　画像取得部２０が、メール記憶部１４に
記憶された電子メールデータに含まれる画像データを取
得し、画像一覧表示部１６が、画像取得部２０により取
得された画像データを液晶表示部１３に一覧表示させる
。画像選択部１９が、一覧表示された画像データからユ
ーザの選択操作に基づいて画像データを選択すると、画
像記憶部１５が、画像選択部１９で選択された画像デー
タを記憶する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子メールデータを記憶するメール記憶部と、メール記憶部に記憶された電子メールデ
ータを解析して、テキストデータと画像データとを混在させて表示部に表示する表示処理
部とを備えた携帯型電子機器において、
　電子メールデータに含まれる画像データを取得する画像取得部と、
　前記画像取得部により取得された画像データを前記表示部に一覧表示させる画像一覧表
示部と、
　一覧表示された画像データからユーザの選択操作に基づいて画像データを選択する画像
選択部と、
　前記画像選択部で選択された画像データを記憶する画像記憶部とを備えることを特徴と
する携帯型電子機器。
【請求項２】
　前記画像取得部が取得した画像データと、前記画像記憶部に既に記憶されている画像デ
ータとを比較し、当該２つの画像データが一致するかどうかを判定する画像一致判定部を
備え、
　前記画像一覧表示部は、前記画像取得部が取得した画像データのうち、前記画像一致判
定部が、前記画像記憶部に既に記憶されている画像データと一致すると判定した画像デー
タを、他の前記画像取得部が取得した画像データと識別可能に一覧表示することを特徴と
する請求項１記載の携帯型電子機器。
【請求項３】
　前記画像選択部は、一覧表示された画像データのうち、前記画像一致判定部が、前記画
像記憶部に既に記憶されている画像データと一致すると判定した画像データを選択不能と
したことを特徴とする請求項２記載の携帯型電子機器。
【請求項４】
　前記画像取得部が取得した画像データと、前記画像記憶部に既に記憶されている画像デ
ータとを比較し、当該２つの画像データが一致するかどうかを判定する画像一致判定部を
備え、
　前記画像一覧表示部は、前記画像取得部が取得した画像データのうち、画像一致判定部
が、前記画像記憶部に既に記憶されている画像データと一致すると判定した画像データを
、一覧表示の表示対象としないことを特徴とする請求項１記載の携帯型電子機器。
【請求項５】
　前記画像取得部が取得した画像データのうち、前記画像一致判定部が、前記画像記憶部
に既に記憶されている画像データと一致すると判定した画像データ以外の画像データ全て
を、前記画像一覧表示部に表示させることなく前記画像記憶部に記憶可能に構成されるこ
とを特徴とする請求項２～４のいずれか１つに記載の携帯型電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子メールの閲覧機能を有する携帯型電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機において電子メールの主に本文内にキャラクタ等の画像データとテキ
ストデータとを含ませ、メール閲覧画面にて、画像と文字とを混在した状態で、適宜レイ
アウトなどを施して表示する機能が搭載され、広くユーザに受け容れられている。
【０００３】
　また、受信した電子メールに含まれる画像データは、自分の携帯電話機内のメモリに取
り込んで記憶しておき、送信する電子メールの本文に再利用することも可能である。
【０００４】
　電子メールにデータとして含まれる画像データを扱う技術として、例えば特許文献１に
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記載の情報処理装置は、電子メール送信時、または画像データのアップロード時に、表示
されたサムネイル画像からユーザが対象となる画像データを選択することができ、複数の
画像データを容易に選択することができる。特許文献２に記載のメールアーカイブ装置は
、受信した電子メールに含まれるファイルおよびファイル管理情報を抽出し、これらを関
連付けて蓄積し、ファイルとファイル管理情報とを対応付けてクライアントに提供する。
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１１４８５６号公報
【特許文献２】特開２００４－３００３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、電子メールに含まれる画像データを保存する際に、ユーザの操作性、利
便性を向上するような技術はない。
【０００７】
　従来の携帯電話機では、受信した電子メールに含まれる画像データを受信した携帯電話
機内のメモリに取り込む際は、電子メールの閲覧画面上で、メモリに取り込みたい画像を
１つ１つ選択して保存する必要があるため、複数の画像データを保存したいときに操作が
煩わしいという欠点がある。
【０００８】
　さらに、既にメモリに保存済みの画像データと同じ画像データを受信したときに、ユー
ザが気づかずに取り込んでしまい、同じ画像データを保存してしまう可能性がある。
【０００９】
　本発明は上記の事情に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、受信した電子メー
ルに含まれる画像データから選択して保存するとともに、既に保存されている画像データ
を重複して保存することを防止することが可能な携帯型電子機器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、電子メールデータを記憶するメール記憶部と、メール記憶部に記憶された電
子メールデータを解析して、テキストデータと画像データとを混在させて表示部に表示す
る表示処理部とを備えた携帯型電子機器において、
　電子メールデータに含まれる画像データを取得する画像取得部と、
　前記画像取得部により取得された画像データを前記表示部に一覧表示させる画像一覧表
示部と、
　一覧表示された画像データからユーザの選択操作に基づいて画像データを選択する画像
選択部と、
　前記画像選択部で選択された画像データを記憶する画像記憶部とを備えることを特徴と
する携帯型電子機器である。
【００１１】
　また本発明は、前記画像取得部が取得した画像データと、前記画像記憶部に既に記憶さ
れている画像データとを比較し、当該２つの画像データが一致するかどうかを判定する画
像一致判定部を備え、
　前記画像一覧表示部は、前記画像取得部が取得した画像データのうち、前記画像一致判
定部が、前記画像記憶部に既に記憶されている画像データと一致すると判定した画像デー
タを、他の前記画像取得部が取得した画像データと識別可能に一覧表示することを特徴と
する。
【００１２】
　また本発明は、前記画像選択部は、一覧表示された画像データのうち、前記画像一致判
定部が、前記画像記憶部に既に記憶されている画像データと一致すると判定した画像デー
タを選択不能としたことを特徴とする。
【００１３】
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　また本発明は、前記画像取得部が取得した画像データと、前記画像記憶部に既に記憶さ
れている画像データとを比較し、当該２つの画像データが一致するかどうかを判定する画
像一致判定部を備え、
　前記画像一覧表示部は、前記画像取得部が取得した画像データのうち、画像一致判定部
が、前記画像記憶部に既に記憶されている画像データと一致すると判定した画像データを
、一覧表示の表示対象としないことを特徴とする。
【００１４】
　また本発明は、前記画像取得部が取得した画像データのうち、前記画像一致判定部が、
前記画像記憶部に既に記憶されている画像データと一致すると判定した画像データ以外の
画像データ全てを、前記画像一覧表示部に表示させることなく前記画像記憶部に記憶可能
に構成されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、メール記憶部に記憶された電子メールデータを解析して、テキストデ
ータと画像データとを混在させて表示部に表示する表示処理部を備えた携帯型電子機器で
ある。画像取得部が、電子メールデータに含まれる画像データを取得すると、画像一覧表
示部は、前記画像取得部により取得された画像データを前記表示部に一覧表示させる。
【００１６】
　画像選択部が、一覧表示された画像データからユーザの選択操作に基づいて画像データ
を選択すると、画像記憶部が、前記画像選択部で選択された画像データを記憶する。
【００１７】
　これにより、電子メールに含まれる画像データを一覧表示させて、その中から画像デー
タをユーザが選択して保存することができる。ユーザが、一覧表示から既に保存されてい
る画像データ以外の画像データを選択することで、同じ画像データ重複して保存すること
を防止することができる。
【００１８】
　また本発明によれば、画像一致判定部が、前記画像取得部が取得した画像データと、前
記画像記憶部に既に記憶されている画像データとを比較し、当該２つの画像データが一致
するかどうかを判定すると、前記画像一覧表示部は、前記画像取得部が取得した画像デー
タのうち、前記画像一致判定部が、前記画像記憶部に既に記憶されている画像データと一
致すると判定した画像データを、他の前記画像取得部が取得した画像データと識別可能に
一覧表示する。
【００１９】
　これにより、ユーザが既に保存されている画像データを覚えている必要がなく、一覧表
示を見ただけで、既に保存されている画像データ以外の画像データを容易に選択すること
ができる。
【００２０】
　また本発明によれば、前記画像選択部は、一覧表示された画像データのうち、前記画像
一致判定部が、前記画像記憶部に既に記憶されている画像データと一致すると判定した画
像データを選択することができないように構成されている。
【００２１】
　これにより、ユーザの誤った操作によって既に保存されている画像データと同じ画像デ
ータが保存されてしまうことを防止できる。
【００２２】
　また本発明によれば、画像一致判定部が、前記画像取得部が取得した画像データと、前
記画像記憶部に既に記憶されている画像データとを比較し、当該２つの画像データが一致
するかどうかを判定すると、前記画像一覧表示部は、前記画像取得部が取得した画像デー
タのうち、画像一致判定部が、前記画像記憶部に既に記憶されている画像データと一致す
ると判定した画像データを、一覧表示の表示対象としない、すなわち一覧表示される画像
データの中に既に記憶されている画像データを表示しないように構成される。
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【００２３】
　これにより、ユーザの誤った操作によって既に保存されている画像データと同じ画像デ
ータが保存されてしまうことを防止できる。
【００２４】
　また本発明によれば、前記画像取得部が取得した画像データのうち、前記画像一致判定
部が、前記画像記憶部に既に記憶されている画像データと一致すると判定した画像データ
以外の画像データ全てを、前記画像一覧表示部に表示させることなく前記画像記憶部に記
憶する。
【００２５】
　これにより、ユーザが選択操作を行わなくとも、既に保存されている画像データ以外の
画像データを容易に保存することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　図１は、本発明の実施の一形態である携帯型電子機器１の構成を示すブロック図である
。なお、本実施形態では、電子メールの閲覧および送受信が可能な携帯型電子機器の一例
として携帯電話機１について説明する。
【００２７】
　携帯電話機１は、電話通信およびデータ通信のための無線信号の送受信を行う無線部１
０、ユーザがキー操作を行うキー入力部１１、電子メールの閲覧処理等を実行するプロセ
ッサ１２、各種画面表示を行う液晶表示部１３、電子メールデータを記憶するメール記憶
部１４、画像データを記憶する画像記憶部１５、電子メールに含まれる画像データの一覧
表示用データを作成する画像一覧表示部１６、２つの画像データが同一なものかどうかを
判定する画像一致判定部１７、電子メールデータを解析して、テキストデータと画像デー
タとを混在させて液晶表示部１３のメール閲覧画面に表示する表示処理部１８、画像一覧
からユーザの選択操作に基づいて任意の画像データを選択する画像選択部１９、電子メー
ルデータに含まれる画像データを取得する画像取得部２０を含んで構成される。
【００２８】
　なお、図示はしていないが、携帯電話機１は、スピーカ、マイクなど電話通信を行うた
めに必要な構成を含んでいる。
【００２９】
　図２は、受信した電子メールに含まれる画像データを保存する際の操作手順を示した状
態遷移図である。
【００３０】
　図２（ａ）は、受信した電子メール（以下では「受信メール」と略称する。）のタイト
ルを一覧表示する一覧表示画面３０を示し、図２（ｂ）は、一覧表示画面でのサブメニュ
ー表示画面４０を示し、図２（ｃ）は、受信メールに埋め込まれている画像データの一覧
表示画面５０を示し、図２（ｄ）は、ユーザの画像データ選択操作に基づき保存したい画
像を選択した状態の画面６０を示し、図２（ｅ）は、ユーザの画像データ保存操作によっ
て保存が完了したことを示す完了画面７０を示す。
【００３１】
　受信メールは、無線部１０を介してデータ通信により携帯電話機１宛てに送信されてき
た電子メールであり、無線部１０が受信すると、プロセッサ１２は、受信メールとしてメ
ール記憶部１４に記憶する。
【００３２】
　まず、図２（ａ）に示すように、メール記憶部１４に記憶されている受信メールのタイ
トルがプロセッサ１２内の表示処理部１８によって一覧表示される。一覧表示画面３０が
表示された状態で、ユーザがキー入力部１１に含まれるサブメニュー・キーを押下すれば
、図２（ｂ）に示すようなサブメニュー表示画面４０が表示される。
【００３３】
　受信メールの一覧表示画面３０は、既存の携帯電話機が有する表示機能で表示可能であ
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り、いわゆる受信トレイ内を表示したときの表示画面である。
【００３４】
　サブメニューを表示する際には、サブメニューに表示される機能の対象となる受信メー
ルを一覧表示画面３０から選択する。対象となる受信メールは、たとえば、キー入力部１
１に含まれるカーソルキーなどにより、メールのタイトルを反転表示させることで選択す
ればよい。
【００３５】
　図２（ｂ）に示すように、サブメニュー表示画面４０には、たとえば「メール内画像保
存」、「返信」、「転送」など対象となる受信メールに対して現在実行することができる
機能が選択可能に表示される。
【００３６】
　「メール内画像保存」を選択した場合、画像取得部２０は、対象となる受信メールに含
まれる画像データを取得し、画像一覧表示部１６が、図２（ｃ）に示すように、取得され
た画像データを一覧表示画面５０に表示する。
【００３７】
　画像取得部２０が、受信メールから取得する画像データは、添付ファイルとして受信し
たデータに含まれる画像データである。たとえば、ＨＴＭＬメールに含まれる画像などで
は、メールの添付ファイルとして扱われるので、添付ファイルから画像データを取得する
ことができる。
【００３８】
　取得画像データの一覧表示画面５０は、画像一覧表示部１６によって一覧表示画面の画
像データが作成され、同じ大きさの画像表示領域５１が１画面中に複数配置され、１つの
画像表示領域５１には、取得した画像データのうちの１つの画像データが表示される。取
得した画像データは、それぞれ大きさ（縦横のピクセル数）が異なる場合があるので、一
覧表示する場合には、画像表示領域５１の大きさに合わせて拡大、縮小して表示すること
が好ましい。
【００３９】
　一覧表示画面５０を表示させたときに、ユーザに画像データの選択操作をさせる目的で
、一つの画像データを反転表示させたり点滅表示させたりして、現在どの画像データに注
目（フォーカス）しているかわかるように表示することが好ましい。図２（ｃ）に示す例
では、フォーカスされている画像表示領域５２を反転表示している。
【００４０】
　一覧表示画面５０が表示され、フォーカスされている状態で、ユーザが「選択」のボタ
ンを操作すると、画像選択部１９が、フォーカスされていた画像表示領域５２に表示され
ていた画像データを保存対象の画像データとして設定する。「選択」ボタンが押下されて
保存対象に設定された場合は、保存対象に設定されたことがわかるように、画像表示領域
５２を識別可能に表示する。この識別表示の表示態様は、フォーカスの表示態様とは異な
る態様である。図２（ｄ）の表示画面６０に示した例では保存対象に設定された画像表示
領域６１（画像Ａ，Ｃ，Ｅ）は、太枠囲みで表示され、フォーカスされている画像表示領
域６２（画像Ｆ）および保存対象に設定されていない画像表示領域６３と識別可能に表示
される。
【００４１】
　保存設定の対象となる画像データは、最終的に保存を確定する確定操作が実行されるま
で複数設定することが可能である。
【００４２】
　フォーカスされている画像表示領域を、ユーザがカーソルキーを操作することで移動さ
せ、保存したい画像が表示されている画像表示領域にフォーカスさせたのち、「選択」ボ
タンを操作することで、当該画像表示領域に表示されている画像データを新たな保存対象
に設定することができる。
【００４３】
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　ユーザが保存したい画像データが表示されている画像表示領域を全て設定した状態で、
「保存」ボタンを操作することにより、画像選択手段１９によって選択された画像データ
を全て画像記憶部１５に記憶する処理が実行され、選択した画像データを画像記憶部１５
に保存したことをユーザに知らせる完了画面７０が表示される。
【００４４】
　次に本発明の他の実施形態について説明する。携帯電話機の構成は、図１に示したブロ
ック図と同様であるので、説明は省略する。上記の実施形態と異なる点は、受信メールに
含まれる画像データを保存する際に、既に記憶されている画像データと比較して同じ画像
データを重複して記憶しないように処理する点である。本実施形態では、一覧表示画面５
０において、既に記憶されている画像データと同じ画像データであることがわかるように
画像表示領域の表示態様を変化させている。
【００４５】
　図３は、受信した電子メールに含まれる画像データを保存する際の操作手順を示した状
態遷移図である。
【００４６】
　図３（ａ）は、受信メールのタイトルを一覧表示する一覧表示画面３０を示し、図３（
ｂ）は、一覧表示画面でのサブメニュー表示画面４０を示し、図３（ｃ）は、受信メール
に埋め込まれている画像データの一覧表示画面５０を示し、図３（ｄ）は、ユーザの画像
データ選択操作に基づき保存したい画像を選択した状態の画面６０を示し、図３（ｅ）は
、ユーザの画像データ保存操作によって保存が完了したことを示す完了画面７０を示す。
図３（ｆ）は、画像記憶部２０に記憶されている画像データ群を示した図である。
【００４７】
　まず、図３（ａ）に示すように、メール記憶部１４に記憶されている受信メールのタイ
トルがプロセッサ１２内の表示処理部１８によって一覧表示される。一覧表示画面３０が
表示された状態で、ユーザがキー入力部１１に含まれるサブメニュー・キーを押下すれば
、図３（ｂ）に示すようなサブメニュー表示画面４０が表示される。
【００４８】
　サブメニューを表示する際には、サブメニューに表示される機能の対象となる受信メー
ルを一覧表示画面３０から選択する。対象となる受信メールは、たとえば、キー入力部１
１に含まれるカーソルキーなどにより、メールのタイトルを反転表示させることで選択す
ればよい。
【００４９】
　図３（ｂ）に示すように、サブメニュー表示画面４０には、たとえば「メール内画像保
存」、「返信」、「転送」など対象となる受信メールに対して現在実行することができる
機能が選択可能に表示される。
【００５０】
　「メール内画像保存」を選択した場合、画像取得部２０は、対象となる受信メールに含
まれる画像データを取得し、画像一覧表示部１６が、図３（ｃ）に示すように、取得され
た画像データを一覧表示画面５０に表示する。
【００５１】
　取得画像データの一覧表示画面５０は、画像一覧表示部１６によって一覧表示画面の画
像データが作成され、同じ大きさの画像表示領域５１が１画面中に複数配置され、１つの
画像表示領域５１には、取得した画像データのうちの１つの画像データが表示される。取
得した画像データは、それぞれ大きさが異なる場合があるので、一覧表示する場合には、
画像表示領域５１の大きさに合わせて拡大、縮小して表示することが好ましい。
【００５２】
　一覧表示画面５０を表示させたときに、ユーザに画像データの選択操作をさせる目的で
、一つの画像データを反転表示させたり点滅表示させたりして、現在どの画像データに注
目（フォーカス）しているかわかるように表示することが好ましい。図３（ｃ）に示す例
では、フォーカスがあたっている画像表示領域５２（画像Ａ）を反転表示している。
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【００５３】
　さらに、一覧表示画面５０を表示させるとき、画像一致判定部１７が、画像取得部２０
が対象となる受信メールから取得した画像データと、画像記憶部１５に既に保存されてい
る画像データとを比較し、取得した画像データの中に、保存されている画像データと一致
する画像データがあるかどうかを判断する。ここでは、図３（ｆ）に示すように、画像記
憶部１５には、画像Ｇ，Ｂ，Ｈが記憶されているものとする。
【００５４】
　保存されている画像データと一致する画像データがある場合は、その画像データを識別
可能に一覧表示画面５０に表示する。この識別表示の表示態様は、フォーカスの表示態様
および保存対象の表示態様とは異なる態様である。
【００５５】
　一覧表示画面５０を表示させたときに、ユーザに画像データの選択操作をさせる目的で
、一つの画像データを反転表示させたり点滅表示させたりして、現在どの画像データに注
目（フォーカス）しているかわかるように表示することが好ましい。図３（ｃ）に示す例
では、フォーカスされている画像表示領域５２（画像Ａ）を反転表示している。
【００５６】
　一覧表示画面５０が表示され、フォーカスされている状態で、ユーザが「選択」のボタ
ンを操作すると、画像選択部１９が、フォーカスされていた画像表示領域５２に表示され
ていた画像データを保存対象の画像データとして設定する。「選択」ボタンが押下されて
保存対象に設定された場合は、保存対象に設定されたことがわかるように、画像表示領域
５２を識別可能に表示する。図３（ｄ）の表示画面６０に示した例では保存対象に設定さ
れた画像表示領域６１（画像Ａ，Ｅ，Ｃ）は、太枠囲みで表示され、フォーカスされてい
る画像表示領域６２（画像Ｆ）および保存対象に設定されていない画像表示領域６３と識
別可能に表示される。
【００５７】
　保存設定の対象となる画像データは、最終的に保存を確定する確定操作が実行されるま
で複数設定することが可能である。
【００５８】
　保存されている画像データと一致する画像データについては、図３（ｃ）の表示画面５
０に示した例では、保存されている画像データと一致する画像データの画像表示領域５３
（画像Ｇ，Ｂ，Ｈ）は、領域全体がグレーで表示され、図３（ｄ）に示すように、フォー
カスされている画像表示領域６２、保存対象に設定されている画像表示領域６１および保
存対象に設定されていない画像表示領域６３と識別可能に表示される。
【００５９】
　なお、保存されている画像データと一致する画像データに対しては、一覧表示画面５０
が表示された状態で、ユーザによる「選択」操作が行われても画像選択部１９がその選択
操作を無効として処理するか、カーソルキーで操作しても、保存されている画像データと
一致する画像データの画像表示領域５３には、フォーカスされないように制御される。
【００６０】
　ユーザが保存したい画像データが表示されている画像表示領域を全て設定した状態で、
「保存」ボタンを操作することにより、画像選択手段１９によって選択された画像データ
を全て画像記憶部１５に記憶する処理が実行され、選択した画像データを画像記憶部１５
に保存したことをユーザに知らせる完了画面７０が表示される。
【００６１】
　次に本発明のさらに他の実施形態について説明する。携帯電話機の構成は、図１に示し
たブロック図と同様であるので、説明は省略する。上記の実施形態と異なる点は、受信メ
ールに含まれる画像データを保存する際に、既に記憶されている画像データと比較して同
じ画像データを重複して記憶しないように処理する点である。本実施形態では、一覧表示
画面５０において、既に記憶されている画像データと同じ画像データは、表示しない。
【００６２】
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　図４は、受信した電子メールに含まれる画像データを保存する際の操作手順を示した状
態遷移図である。
【００６３】
　図４（ａ）は、受信メールのタイトルを一覧表示する一覧表示画面３０を示し、図４（
ｂ）は、一覧表示画面でのサブメニュー表示画面４０を示し、図４（ｃ）は、受信メール
に埋め込まれている画像データの一覧表示画面５０を示し、図４（ｄ）は、ユーザの画像
データ選択操作に基づき保存したい画像を選択した状態の画面６０を示し、図４（ｅ）は
、ユーザの画像データ保存操作によって保存が完了したことを示す完了画面７０を示す。
図４（ｆ）は、画像記憶部２０に記憶されている画像データ群を示した図である。
【００６４】
　まず、図４（ａ）に示すように、メール記憶部１４に記憶されている受信メールのタイ
トルがプロセッサ１２内の表示処理部１８によって一覧表示される。一覧表示画面３０が
表示された状態で、ユーザがキー入力部１１に含まれるサブメニュー・キーを押下すれば
、図４（ｂ）に示すようなサブメニュー表示画面４０が表示される。
【００６５】
　サブメニューを表示する際には、サブメニューに表示される機能の対象となる受信メー
ルを一覧表示画面３０から選択する。対象となる受信メールは、たとえば、キー入力部１
１に含まれるカーソルキーなどにより、メールのタイトルを反転表示させることで選択す
ればよい。
【００６６】
　図４（ｂ）に示すように、サブメニュー表示画面４０には、たとえば「メール内画像保
存」、「返信」、「転送」など対象となる受信メールに対して現在実行することができる
機能が選択可能に表示される。
【００６７】
　「メール内画像保存」を選択した場合、画像取得部２０は、対象となる受信メールに含
まれる画像データを取得し、画像一覧表示部１６が、図４（ｃ）に示すように、取得され
た画像データを一覧表示画面５０に表示する。
【００６８】
　取得画像データの一覧表示画面５０は、画像一覧表示部１６によって一覧表示画面の画
像データが作成され、同じ大きさの画像表示領域５１が１画面中に複数配置され、１つの
画像表示領域５１には、取得した画像データのうちの１つの画像データが表示される。取
得した画像データは、それぞれ大きさが異なる場合があるので、一覧表示する場合には、
画像表示領域５１の大きさに合わせて拡大、縮小して表示することが好ましい。
【００６９】
　一覧表示画面５０を表示させたときに、ユーザに画像データの選択操作をさせる目的で
、一つの画像データを反転表示させたり点滅表示させたりして、現在どの画像データに注
目（フォーカス）しているかわかるように表示することが好ましい。図４（ｃ）に示す例
では、フォーカスされている画像表示領域５２（画像Ａ）を反転表示している。
【００７０】
　さらに、一覧表示画面５０を表示させるとき、画像一致判定部１７が、画像取得部２０
が対象となる受信メールから取得した画像データと、画像記憶部１５に既に保存されてい
る画像データとを比較し、取得した画像データの中に、保存されている画像データと一致
する画像データがあるかどうかを判断する。ここでは、図４（ｆ）に示すように、画像記
憶部１５には、画像Ｇ，Ｂ，Ｈが記憶されているものとする。
【００７１】
　保存されている画像データと一致する画像データがある場合は、その画像データの画像
表示領域を表示せず、残余の画像データのみを一覧表示するように一覧表示画面５０を表
示する。この識別表示の表示態様は、フォーカスの表示態様および保存対象の表示態様と
は異なる態様である。
【００７２】
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　一覧表示画面５０を表示させたときに、ユーザに画像データの選択操作をさせる目的で
、一つの画像データを反転表示させたり点滅表示させたりして、現在どの画像データに注
目（フォーカス）しているかわかるように表示することが好ましい。図４（ｃ）に示す例
では、フォーカスがあたっている画像表示領域５２（画像Ａ）を反転表示している。
【００７３】
　一覧表示画面５０が表示され、フォーカスされている状態で、ユーザが「選択」のボタ
ンを操作すると、画像選択部１９が、フォーカスされていた画像表示領域５２に表示され
ていた画像データを保存対象の画像データとして設定する。「選択」ボタンが押下されて
保存対象に設定された場合は、保存対象に設定されたことがわかるように、画像表示領域
５２を識別可能に表示する。図４（ｄ）の表示画面６０に示した例では保存対象に設定さ
れた画像表示領域６１（画像Ａ，Ｄ，Ｆ）は、太枠囲みで表示され、フォーカスされてい
る画像表示領域６２（画像Ｉ）および保存対象に設定されていない画像表示領域６３と識
別可能に表示される。
【００７４】
　保存設定の対象となる画像データは、最終的に保存を確定する確定操作が実行されるま
で複数設定することが可能である。
【００７５】
　保存されている画像データと一致する画像データについては、図４（ｃ）の表示画面５
０に示した例では、保存されている画像データと一致する画像データの画像表示領域５３
を、表示しない。
【００７６】
　したがって、保存されている画像データと一致する画像データについては、対応する画
像表示領域５３が表示されないので、ユーザによる「選択」操作により、保存対象として
設定されることがない。
【００７７】
　ユーザが保存したい画像データが表示されている画像表示領域を全て設定した状態で、
「保存」ボタンを操作することにより、画像選択手段１９によって選択された画像データ
を全て画像記憶部１５に記憶する処理が実行され、選択した画像データを画像記憶部１５
に保存したことをユーザに知らせる完了画面７０が表示される。
【００７８】
　上記の各実施形態において、本発明では、さらに以下に示すような画像データの一括保
存を行うことも可能である。
【００７９】
　図５は、受信した電子メールに含まれる画像データを一括して保存する際の操作手順を
示した状態遷移図である。
【００８０】
　図５（ａ）は、受信メールのタイトルを一覧表示する一覧表示画面３０を示し、図５（
ｂ）は、一覧表示画面でのサブメニュー表示画面４１を示し、図５（ｃ）は、ユーザの画
像データ一括保存操作によって保存が完了したことを示す完了画面７１を示す。
【００８１】
　まず、図５（ａ）に示すように、メール記憶部１４に記憶されている受信メールのタイ
トルがプロセッサ１２内の表示処理部１８によって一覧表示される。一覧表示画面３０が
表示された状態で、ユーザがキー入力部１１に含まれるサブメニュー・キーを押下すれば
、図５（ｂ）に示すようなサブメニュー表示画面４１が表示される。
【００８２】
　サブメニューを表示する際には、サブメニューに表示される機能の対象となる受信メー
ルを一覧表示画面３０から選択する。対象となる受信メールは、たとえば、キー入力部１
１に含まれるカーソルキーなどにより、メールのタイトルを反転表示させることで選択す
ればよい。
【００８３】
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　図５（ｂ）に示すように、サブメニュー表示画面４１には、たとえば「メール内画像一
括保存」、「返信」、「転送」など対象となる受信メールに対して現在実行することがで
きる機能が選択可能に表示される。
【００８４】
　「メール内画像一括保存」を選択した場合、画像取得部２０は、対象となる受信メール
に含まれる画像データを取得し、画像記憶部１５に保存する。ただし、この保存時に画像
記憶部１５に既に保存されている画像データを重複して保存することを避けるために、画
像一致判定部１７が、画像取得部２０が対象となる受信メールから取得した画像データと
、画像記憶部１５に既に保存されている画像データとを比較する。
【００８５】
　画像一致判定部１７は、取得した画像データの中に、保存されている画像データと一致
する画像データがあるかどうかを判断し、既に保存されている画像データと一致する画像
データがある場合は、その画像データを保存せず、既に保存されている画像データと一致
しない画像データのみを全て保存する。そして、図５（ｃ）に示すように、画像データを
画像記憶部１５に一括保存したことをユーザに知らせる完了画面７１を表示する。
【００８６】
　図６は、携帯電話機１の画像データ保存処理を示すフローチャートである。本フローチ
ャートは、図２～４に示した実施形態のフローチャートに相当する。
【００８７】
　まず最初に、メール記憶部１４に記憶されている受信メールの中の一つ、または複数の
受信メールを対象として、画像取得部２０が、それらの受信メールに含まれる画像データ
の中から１つ目の画像データを取得する（ステップＳ２０１）。この取得した画像データ
を以降の説明では「画像（Ａ）」とよぶこととする。なお、受信メールの複数の画像デー
タが含まれる場合に、取得する順序は例えば画像データのファイル名のアルファベット順
でもよいし、メール記憶部１４に記憶されている順序（日付順、記憶領域のアドレス順な
ど）でもよい。
【００８８】
　次に、画像一致判定部１７が、画像記憶手段１５に記憶されている画像データの中から
１つ目の画像データを取得する（ステップＳ１０２）。これを以降の説明では「画像（Ｂ
）」とよぶこととする。取得する順序は例えば画像データのファイル名のアルファベット
順でもよいし、画像記憶部１５に記憶されている順序（日付順、記憶領域のアドレス順な
ど）でもよい。
【００８９】
　ステップＳ１０３では、画像一致判定部１７が、「画像（Ａ）」と「画像（Ｂ）」が一
致するかどうかの判定を行う。
【００９０】
　一致するかどうかの判定方法は、既存の判定を用いることができる。例えばそれぞれ「
画像（Ａ）」と「画像（Ｂ）」のビットマップデータが完全に一致する場合に、一致とす
る。また、パターンマッチングなどの画像比較手法を利用して、「画像（Ａ）」と「画像
（Ｂ）」の一致度（類似度、相関度などでもよい）を算出し、その算出結果（たとえば百
分率（％）で表わされる）と予め定める閾値とを比較し、算出結果が閾値を超えていれば
、「一致」とする。
【００９１】
　ステップＳ１０３において一致すると判定された場合は、「画像（Ａ）」を保存せずに
、ステップＳ１０６に進む。ステップＳ１０６の処理については後述する。
【００９２】
　また、ステップＳ１０３において一致しないと判定された場合は、ステップＳ１０４に
進み、画像記憶手段１５内に保存されている次の画像データがあるかどうかを判断する。
その判断方法は、ステップＳ１０２で記載したように、予め定める取得する順序に従って
次に取得可能な画像データがあるかどうかで判断する。
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【００９３】
　ステップＳ１０４において、次に取得可能な画像データがあると判断された場合はステ
ップＳ１０２に戻って、次の画像データを画像記憶手段１５より取得し、新たな「画像（
Ｂ）」とする。このようにして、ステップＳ１０２～Ｓ１０４のループ処理を繰り返し行
い、「画像（Ａ）」が画像記憶手段１５に保存されている全ての画像データと一致しない
かどうかを判定する。
【００９４】
　ステップＳ１０２～Ｓ１０４のループ処理によって「画像（Ａ）」が画像記憶手段１５
に保存されている全ての画像データと一致しないと判定された場合はステップＳ１０５に
進み、画像記憶手段１５に「画像（Ａ）」を一覧表示画面において保存選択可能な画像デ
ータの候補として記憶し、ステップＳ１０６に進む。
【００９５】
　ステップＳ１０６では、メール記憶部１４に記憶されている受信メールの中の一つ、ま
たは複数の受信メールを対象として、画像取得部２０が、それらの受信メールに含まれる
画像データの中から次の画像データがあるかどうかを判断する。その判断方法は、ステッ
プＳ１０３で記載したように、予め定める取得する順序に従って次に取得可能な画像デー
タがあるかどうかで判断する。
【００９６】
　ステップＳ１０６において、次に取得可能な画像データがあると判断された場合はステ
ップＳ１０１に戻って、次の画像データをメール記憶部１４より取得し、新たな「画像（
Ａ）」とする。このようにして、ステップＳ１０１～Ｓ１０６のループ処理を繰り返すこ
とにより、メール記憶部１４に記憶されている受信メールの中の一つ、または複数の受信
メールを対象として、それらの受信メールに含まれる画像データの中で画像記憶部１５に
既に記憶されていない画像データのみを一覧表示画面において保存選択可能な画像データ
として抽出する。
【００９７】
　ステップＳ１０７では、取得した画像データを一覧表示画面に表示し、前述のようにユ
ーザによって保存したい画像データが選択される。ステップＳ１０８では、選択された画
像データを画像記憶手段１５に記憶する。
【００９８】
　ステップＳ１０７における一覧表示画面の表示態様は、上記のように保存選択可能な画
像データ以外の画像データ、すなわち既に保存されている画像データを他の画像データと
識別可能に表示させたり、既に保存されている画像データを一覧表示画面に表示させなか
ったりする。
【００９９】
　図７は、携帯電話機１の画像データ保存処理を示すフローチャートである。本フローチ
ャートは、図５に示した実施形態のフローチャートに相当する。
【０１００】
　まず最初に、メール記憶部１４に記憶されている受信メールの中の一つ、または複数の
受信メールを対象として、画像取得部２０が、それらの受信メールに含まれる画像データ
の中から１つ目の画像データを取得する（ステップＳ２０１）。なお、受信メールの複数
の画像データが含まれる場合に、取得する順序は例えば画像データのファイル名のアルフ
ァベット順でもよいし、メール記憶部１４に記憶されている順序（日付順、記憶領域のア
ドレス順など）でもよい。
【０１０１】
　次に、画像一致判定部１７が、画像記憶手段１５に記憶されている画像データの中から
１つ目の画像データを取得する（ステップＳ２０２）。取得する順序は例えば画像データ
のファイル名のアルファベット順でもよいし、画像記憶部１５に記憶されている順序（日
付順、記憶領域のアドレス順など）でもよい。
【０１０２】
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　ステップＳ２０３では、画像一致判定部１７が、「画像（Ａ）」と「画像（Ｂ）」が一
致するかどうかの判定を行う。
【０１０３】
　一致するかどうかの判定方法は、既存の判定を用いることができる。例えばそれぞれの
ビットマップデータが完全に一致する場合に、一致とする。また、パターンマッチングな
どの画像比較手法を利用して、一致度（類似度、相関度などでもよい）を算出し、その算
出結果（たとえば百分率（％）で表わされる）と予め定める閾値とを比較し、算出結果が
閾値を超えていれば、「一致」とする。
【０１０４】
　ステップＳ２０３において一致すると判定された場合は、「画像（Ａ）」を保存せずに
、ステップＳ２０６に進む。ステップＳ２０６の処理については後述する。
【０１０５】
　また、ステップＳ２０３において一致しないと判定された場合は、ステップＳ２０４に
進み、画像記憶手段１５内に保存されている次の画像データがあるかどうかを判断する。
その判断方法は、ステップＳ２０２で記載したように、予め定める取得する順序に従って
次に取得可能な画像データがあるかどうかで判断する。
【０１０６】
　ステップＳ２０４において、次に取得可能な画像データがあると判断された場合はステ
ップＳ２０２に戻って、次の画像データを画像記憶手段１５より取得し、新たな「画像（
Ｂ）」とする。このようにして、ステップＳ２０２～Ｓ２０４のループ処理を繰り返し行
い、「画像（Ａ）」が画像記憶手段１５に保存されている全ての画像データと一致しない
かどうかを判定する。
【０１０７】
　ステップＳ２０２～Ｓ２０４のループ処理によって「画像（Ａ）」が画像記憶手段１５
に保存されている全ての画像データと一致しないと判定された場合はステップＳ２０５に
進み、画像記憶手段１５に「画像（Ａ）」を保存し、ステップＳ２０６に進む。
【０１０８】
　ステップＳ２０６では、メール記憶部１４に記憶されている受信メールの中の一つ、ま
たは複数の受信メールを対象として、画像取得部２０が、それらの受信メールに含まれる
画像データの中から次の画像データがあるかどうかを判断する。その判断方法は、ステッ
プＳ２０３で記載したように、予め定める取得する順序に従って次に取得可能な画像デー
タがあるかどうかで判断する。
【０１０９】
　ステップＳ２０６において、次に取得可能な画像データがある判断された場合はステッ
プＳ２０１に戻って、次の画像データをメール記憶部１４より取得し、新たな「画像（Ｂ
）」とする。このようにして、ステップＳ２０１～Ｓ２０６のループ処理を繰り返すこと
により、メール記憶部１４に記憶されている受信メールの中の一つ、または複数の受信メ
ールを対象として、それらの受信メールに含まれる画像データの中で画像記憶部１５に既
に記憶されていない画像データのみを画像記憶手段１５に保存することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】本発明の実施の一形態である携帯型電子機器１の構成を示すブロック図である。
【図２】受信した電子メールに含まれる画像データを保存する際の操作手順を示した状態
遷移図である。
【図３】受信した電子メールに含まれる画像データを保存する際の操作手順を示した状態
遷移図である。
【図４】受信した電子メールに含まれる画像データを保存する際の操作手順を示した状態
遷移図である。
【図５】受信した電子メールに含まれる画像データを一括して保存する際の操作手順を示
した状態遷移図である。
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【図６】携帯電話機１の画像データ保存処理を示すフローチャートである。
【図７】携帯電話機１の画像データ保存処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１１１】
　１０　無線部
　１１　キー入力部
　１２　プロセッサ
　１３　液晶表示部
　１４　メール記憶部
　１５　画像記憶部
　１６　画像一覧表示部
　１７　画像一致判定部
　１８　表示処理部
　１９　画像選択部
　２０　画像取得部

【図１】 【図２】



(15) JP 2010-39588 A 2010.2.18

【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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